
２０１０年（平成２２年）３月２６日 金曜日
⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥∠

∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂≡ ⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥ ∇

∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂

⌒

検
審
が
２
度
目
の
議
決

乗
客
１
０
６
人
が
死
亡
し
た
２
０
０
５
年
４
月
の
尼
崎
Ｊ
Ｒ
脱
線
事
故
で
、
神
戸
第
１
検
察
審
査
会
は

日
、

業
務
上
過
失
致
死
傷
罪
で
告
訴
さ
れ
神
戸
地
検
が
嫌
疑
不
十
分
で
不
起
訴
と
し
た
井
手
正
敬
氏

ら
Ｊ
Ｒ
西
日

本
の
歴
代
３
社
長
を
起
訴
す
べ
き
だ
と
議
決
し
た
。

審
査
会
は
議
決
書
で
「
事
故
現
場

は
脱
線
の
可
能
性
が
高
い
と
認
識

し
、
最
優
先
で
自
動
列
車
停
止
装
置

（
Ａ
Ｔ
Ｓ
）
を
整
備
す
べ
き
だ
っ
た

の
に
怠
っ
た
」
と
指
摘
し
た
。

審
査
会
は
昨
年

月「
起
訴
相
当
」

と
議
決
し
て
お
り
、
起
訴
を
求
め
る

議
決
は
２
度
目
。
改
正
検
察
審
査
会

法
に
基
づ
き
今
後
、
神
戸
地
裁
が
指

定
す
る
検
察
官
役
の
弁
護
士
が
３
人

を
強
制
的
に
起
訴
す
る
。
地
検
が
昨

年
７
月
、
同
罪
で
山
崎
正
夫
前
社
長

を
在
宅
起
訴
。
Ｊ
Ｒ
西
は
歴
代

４
社
長
が
い
ず
れ
も
法
廷
で
刑
事
責

任
を
追
及
さ
れ
る
事
態
と
な
っ
た
。

昨
年
５
月
の
改
正
法
施
行
後
、
強

制
起
訴
は
兵
庫
県
明
石
市
の
花
火
大

会
事
故
で
の
元
県
警
明
石
署
副
署
長

に
続
き
２
例
目
。

起
訴
す
べ
き
だ
と
さ
れ
た
の
は
Ｊ

Ｒ
西
の
事
実
上
の
創
業
者
と
さ
れ
、

事
故
当
時
の
相
談
役
だ
っ
た
井
手
氏

の
ほ
か
、
同
会
長
南
谷
昌
二
郎
氏

、
同
社
長
垣
内
剛
氏

。

業
務
上
過
失
致
死
傷
罪
の
公
訴
時

効
は
５
年
で
、
乗
客
の
１
人
が
最
後

に
死
亡
し
た
日
か
ら
５
年
後
の
４
月

日
ま
で
に
起
訴
さ
れ
る
。

遺
族
が
昨
年
１
月
に
井
手
氏
ら
３

人
を
告
訴
し
地
検
は
同
７
月
、
不
起

訴
に
し
た
。
遺
族
の
申
し
立
て
を
受

け
た
審
査
会
が
「
起
訴
相
当
」
を
議

決
し
た
が
、
同

月
に
地
検
が
再
び

不
起
訴
に
し
、
自
動
的
に
再
審
査
し

て
い
た
。

日
本
海
新
聞
号
外
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